
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  接待を受けるためのタクシー代               

Ｑ：他社が主催する懇親会に出席するため

に利用したタクシー代は、交際費等に該当し

ますか？                                         

                                             

Ａ：交際費等には該当しません。 

【解説】 

「交際費」というのは、取引先との親睦を

深め、その歓心を買うことによって取引関係

の円滑化を図り、ひいては収益の拡大をはか

ることを目的として支出するものですから、

企業会計では、当然に費用として取り扱われ

ますが、法人税では、交際費等のなかには冗

費的支出も多いことから一定の限度額を設け、

損金算入に制限をかけています。 

ところで、交際費等とは、交際費、接待費、

機密費その他の費用で、法人が、その得意先、

仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す

る行為のために支出するものとされています。 

お尋ねの費用は、他社が主催する懇親会に

出席するための費用であり、「接待、供応、

慰安、贈答その他これらに類する行為のため

に支出するもの」ではありませんので、交際

費等には該当せず、交際費等以外の単純損金

(旅費交通費)となります。 

ちなみに、懇親会を主催するのが他社では

なく、自社という場合において、得意先を会

場まで案内するために支出するハイヤー・タ

クシー代は、得意先に対して自社が行う接待

のために支出するものですから、お尋ねの場

合とは異なり、交際費等に該当することとな

りますので注意してください。 
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